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法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
　平成 31 年度税制改正では、消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上
の支援策が講じられるとともに、車体課税について、地方の安定的な財源を確保しつつ大幅な見直しが行われました。
さらに、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等が行われました。
　法人会では、昨年 9月に「平成 31年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治
体等に提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小法人向け税制や事業承継に関する税制の見
直しなど法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

法人課税

1中小法人に適用される軽減税率の特例
法人会提言

◉中小法人に適用される軽減税率の特例15％を時限措置
（平成31年3月31日まで）ではなく、本則化する。なお、直ちに
本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、
昭和56年以来、800万円以下に据え置かれている軽減税率
の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。

改正の概要
◉中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期限が2年延
長されました。

事業承継税制

1相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
法人会提言

◉平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進す
るため、10年間の特例措置として同制度の拡充が行われたこ
とは評価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう求
める。

改正の概要
◉贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が20歳以上
から18歳以上に引き下がります（2022年4月1日以後の贈与
より適用）。

◉一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保
有型会社・資産運用型会社に該当した場合、その該当した日
から6月内にこれらの会社に該当しなくなったときは、納税猶
予の取消事由に該当しないこととなります。

◉非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶
予の適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出
の添付書類が不要となる等、手続きの簡素化が行われます。

その他

1少子化対策
法人会提言

◉企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型
保育事業のさらなる活用に向けて検討する。

改正の概要
◉企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定資
産税等の課税標準の特例措置の適用期限が2年延長されま
した。

2ふるさと納税制度
法人会提言

◉納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと
納税」本来の趣旨に沿った見直しが必要である。

改正の概要
◉過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団
体については、ふるさと納税（特例控除）の対象外とすること
ができるよう、制度の見直しが行われます。

2中小企業投資促進税制
法人会提言

◉中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したう
え、「中古設備」を含める。適用期限が平成31年3月31日までと
なっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、
適用期限を延長する。

◉中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成29年度に
改組された中小企業経営強化税制について、事業年度末が
迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び
適用期限（平成31年3月31日まで）を延長すること。

改正の概要
◉中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されました。

◉中小企業経営強化税制について、特定経営力向上設備等
の範囲の明確化及び適正化が行われ、適用期限が2年延長さ
れました。
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1　中小企業の支援
⑴ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
中小企業者等の法人税率（年 800 万円以下の所得金額）について、
19％を 15％に軽減する特例の適用期限が 2 年間延長されます。

　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の概要

適用時期
平成 33(2021) 年 3 月 31 日まで適用期限が延長されます。

⑵ 中小企業投資促進税制の延長
中小企業者等が機械装置等の対象設備を取得等した場合に適用でき
る中小企業投資促進税制が、2 年間延長されます。

　中小企業投資促進税制の概要

（注） 中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。

適用時期
平成 33(2021) 年 3 月 31 日まで適用期限が延長されます。

⑶ 中小企業経営強化税制の延長
中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の

中小企業者等が、特定経営力向上設備等を取得し、指定事業の用に
供した場合に、即時償却又は税額控除（10％）が適用できる中小
企業経営強化税制について、働き方改革に資する設備も適用対象と
した上で、適用期限が 2 年間延長されます。

適用時期
平成 33(2021) 年 3 月 31 日まで適用期限が延長されます。

⑷ 中小企業における災害に対する事前対策のための設備投資に係
　る税制上の措置
中小企業の事業活動に災害が与える影響を踏まえ、事前対策の取組
を推進する観点から、中小企業等経営強化法の改正を前提とする事
業継続力強化計画（仮称）の認定を受けた一定の中小企業者が防災・
減災設備を取得等をした場合に、20％の特別償却ができる措置が
講じられます。

　災害に対する事前対策の対象設備

適用時期
改正中小企業等経営強化法の施行の日から平成 33(2021) 年
3 月 31 日までの間に特定事業継続力強化設備等の取得等をし
て、事業の用に供した場合に適用されます。

2　イノベーション促進のための研究開発税制の見直し
　質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資を増加させた
場合のインセンティブを強化する観点から、以下のように研究開発
税制が見直されます。
⑴ 特別試験研究費に係る税額控除制度（オープンイノベーション型）
オープンイノベーション型について、対象範囲に民間企業（研究開
発型ベンチャーを含む）への一定の委託研究が追加されるとともに、
控除税額の上限が法人税額の 10%（現行：5%）に引き上げられます。
⑵ 試験研究費の総額に係る税額控除制度（総額型）
総額型について、税額控除率が見直された上、研究開発を行う一
定のベンチャー企業の控除税額の上限が法人税額の 40%（現行
:25%）に引き上げられます。
⑶ 中小企業技術基盤強化税制
中小企業技術基盤強化税制について、税額控除率が見直された上、
試験研究費が高い水準の中小企業者等には、その控除率を割り増す
措置が講じられ、適用期限が 2 年間延長されます。
⑷ 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度 ( 高水準型 )
高水準型については、総額型において、試験研究費が高い水準の企
業に対する控除率の割増し措置が講じられたことに伴い、廃止され
ます。

適用時期
　平成 31 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用されます。

Ⅱ  所得税関係
1　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充
　空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例は、相続から 3 年を経過
する年の 12 月 31 日までに、被相続人の居住の用に供していた家
屋を相続した相続人が、その家屋（一定の耐震基準を満たしたもの）

Ⅰ  法人税関係

法人会 平成 31 年度版

法人会キャラクター／けんた

速報版

税
あ

制
ら

改
ま

正
し

の

本則税率 特例の
税率

中小法人
（資本金 1 億円
以下の法人）

所得金額が年 800 万円超 23.2％ ー

所得金額が年 800 万円以下 19％ 15％

機械装置 1 台又は１基の取得価額が 100 万円以上のもの

器具備品 1 台又は１基の取得価額が 30 万円以上のもの

建物附属設備 一の取得価額が 60 万円以上のもの

対
象
設
備

・機械装置（1 台 160 万円以上）

・測定工具及び検査工具（1 台 120 万円以上又はその事業

年度で 1 台 30 万円以上かつ複数合計 120 万円以上）

・一定のソフトウェア（一の取得価額が 70 万円以上又はそ

の事業年度の複数合計 70 万円以上）

・貨物自動車（車両総重量 3.5 トン以上）

・内航船舶（取得価格の 75％が対象）

税
制
措
置

・個人事業主、資本金 3000 万円以下の中小企業 30％特別

償却又は 7％税額控除の選択適用

・資本金 3000 万円超の中小企業 30％特別償却
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や敷地などを譲渡した場合、譲渡所得から最大 3,000 万円を控除
することができる制度です。
　これまでは、老人ホーム等への入所で被相続人の家屋が空き家に
なった場合、同特例を適用できませんでしたが、改正案では、次の
一定の要件を満たせば、相続開始直前において被相続人の居住の用
に供されていたものとして適用対象とした上で、その適用期限が平
成 35（2023）年 12 月 31 日まで 4 年間延長されます。

①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと

②被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、
被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付け
の用、被相続人以外が居住の用に供していないこと

適用時期
　平成 31 年 4 月 1 日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住
用家屋の敷地等の譲渡について適用されます。

2　ふるさと納税制度の見直し
　ふるさと納税制度は、自分の選んだ自治体に寄附（ふるさと納税）
を行った場合、寄附額のうち 2,000 円を超える部分について、所
得税と住民税から原則として全額が控除される制度です（一定の上
限あり）。改正案では、ふるさとの取組を応援するという制度の趣
旨に沿わない、過熱する返礼品競争を抑制する観点から、次の要件
に適合する自治体をふるさと納税制度の対象として総務大臣が指定
するように見直されます。

① 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
② 返礼品は、返礼割合が３割以下で地場産品

適用時期
　平成 31(2019) 年 6 月 1 日以後に支出された寄附金ついて適用され
ます。

Ⅲ  相続税・贈与税関係
1　個人事業者の事業承継税制の創設
　個人事業者の円滑な事業承継を促す観点から、個人事業者の事業
承継税制が 10 年間の時限措置として創設されます。
　事業用の宅地、建物、その他一定の減価償却資産について、適用
対象部分の課税価格の 100％に対応する相続税額・贈与税額の納税
が猶予されます。
　なお、既存の特定事業用の小規模宅地等の特例との選択適用とな
ります。

個人事業者の事業承継税制の概要

適用時期
　平成 31 年 1 月 1 日から平成 40(2028) 年 12 月 31 日までの間に
相続又は贈与により取得する財産について適用されます。

2　特定事業用の小規模宅地等の特例の見直し
　特定事業用の小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業の用に供
されていた宅地（400㎡まで）について、相続税の課税価格を 80
％減額する特例です。
　改正案では、いきすぎた節税を目的とした利用を防止するため、
本特例について、相続開始前 3 年以内に事業の用に供された宅地等

（当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、
当該宅地等の相続時の価額の 15％以上である場合を除く）につい
ては、その対象から除外されます。

適用時期
　平成 31 年 4 月 1 日以後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用されます。ただし、同日前から事業の用に供されている宅地
等については適用されません。

3　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の
見直し

　非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、以
下の措置が講じられます。

① 贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が 18 歳以上（現
行 :20 歳以上＊）に引き下げられます。
② 一定のやむを得ない事情により認定承継会社等が資産保有型
会社・資産運用型会社に該当した場合においても、その該当した
日から 6 ヵ月以内にその状態が解消されたときは、納税猶予の
取消事由に該当しないものとされます。
③ 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の
適用を受ける場合には、贈与税の納税猶予の免除届出の添付資料
が不要となる等の手続の簡素化が図られます。
＊「民法の一部を改正する法律」が平成 30 年 6 月に公布され、

成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられることに伴い、税
制上の年齢要件についても見直されます。

適用時期
　①の改正は、平成 34(2022) 年 4 月 1 日以後に贈与により取得する
財産に係る贈与税について適用されます。
　なお、②、③の適用時期については、現時点 ( 平成 31 年 2 月 7 日現
在 ) では明らかになっておりませんので、今後の動向にご留意ください。

4　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
　教育資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）が金融機
関に子や孫（受贈者：0 ～ 30 歳未満）名義の口座等を開設し、教育
資金を拠出した場合、受贈者ごとに 1,500 万円が非課税となります。
　この非課税措置については、次のように見直された上で、適用期
限が 2 年間延長されます。
教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

対象資産

・被相続人の特定事業用資産（不動産貸付事業
等を除く）
宅地（面積 400㎡まで）、建物（床面積 800㎡
まで）及び建物以外の一定の減価償却資産で
青色申告書に添付される貸借対照表に計上さ
れているもの

納税猶予額 ・特定事業用資産の課税価格の 100％

相続人の要件
（認定相続人）

・承継計画に記載された後継者で、経営承継円
滑化法の認定を受けた者

承継計画 ・平成 31 年 4 月 1 日から平成 36(2024) 年 3
月 31 日までの間に都道府県に提出

継続届出書 ・税務署長に相続税の申告期限から 3 年毎に提
出

現行 改正案
①受贈者の

所得要件 なし 合計所得金額 1,000 万円以下

②教育資金
の範囲

年齢を問わず、一律
に使途の範囲を設定

23 歳以上は学校等に支払われる
費用等に限定

③教育資金
契約の終
了事由

30 歳到達時
30 歳到達時に在学している受贈
者は、在学期間終了時又は 40
歳到達時のいずれか早い日

④贈与者が
死亡した
時点の残
高

相続財産に加算さ
れない

贈与者の相続開始前 3 年以内の
贈与については、㋑ 23 歳未満
の場合、㋺学校等に
在学している場合、㋩教育訓練
を受けている場合を除き、相続
財産に加算される
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適用時期
　平 成 33(2021) 年 3 月 31 日 ま で 適 用 期 限 が 延 長 さ れ ま す。 な
お、①の改正は平成 31 年 4 月 1 日以後の贈与から、②の改正は平成
31(2019) 年 7 月 1 日以後に支払われる教育資金から、③の改正は平
成 31(2019) 年 7 月 1 日以後に受贈者が 30 歳に達する場合から、④
の改正は平成 31 年 4 月 1 日以後に贈与者が死亡した場合から適用され
ます。

5　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置は、親や祖父母（贈与者）
が金融機関に子や孫（受贈者：20 ～ 50 歳未満）名義の口座等を
開設し、結婚・子育て資金を拠出した場合、受贈者ごとに 1,000
万円（結婚関係費用は 300 万円）が非課税となります。
　改正案では、この非課税措置について、受贈者の所得要件（1,000
万円以下）が設けられた上で、適用期限が 2 年間延長されます。

　
適用時期

　平成 33(2021) 年 3 月 31 日まで適用期限が延長されます。なお、
受贈者の所得要件については、平成 31 年 4 月 1 日以後の贈与から適用
されます。

Ⅳ  その他

1　消費税率の引き上げに伴う対応
　平成 31(2019) 年 10 月の消費税率 10％への引き上げに際し、経済
に影響を及ぼすことがないよう、自動車と住宅に関する税制上の支援措
置が講じられます。
⑴ 自動車に係る措置
消費税率引き上げ後に購入した新車から、小型乗用車を中心に、自家用
乗用車（登録車）に係る自動車税の税率が恒久的に引き下げられます。
また、消費税率が引き上げられる 10 月 1 日から自動車取得税が廃止さ
れ、新たに環境性能割が導入されますが、自動車の取得時の負担感を緩
和するため、平成 31(2019) 年 10 月 1 日から平成 32(2020) 年 9 月
30 日までの間に自家用乗用車（登録車および軽自動車）を取得した場合、
環境性能割の税率が１％分軽減されます。

自動車税の税率引き下げ

　
適用時期

　平成 31(2019) 年 10 月 1 日以後に取得する自家用乗用車について
適用されます。

⑵ 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
住宅借入金等特別控除は、個人が住宅借入金等を利用してマイホームの
新築、取得又は増改築等を行い、一定の要件を満たした場合、その取得
等に係る住宅借入金等の年末残高（一般住宅の場合は 4,000 万円が限
度）の 1％を 10 年間、税額控除が適用できる制度です。
改正案では、個人が消費税率 10％が適用される住宅を取得し、平成 31

（2019）年 10 月 1 日から平成 32（2020）年 12 月 31 日までの間に
居住した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が現行の 10 年間から
13 年間に 3 年間延長されます。なお、11 年目以降の 3 年間については、
消費税率 2％引き上げ分の範囲で控除額の上限が設けられ、①住宅借入
金等の年末残高（4,000 万円（注）を限度）の 1％、②建物購入価格（税
抜 4,000 万円（注）を限度）の 3 分の 2％、のいずれか少ない金額の
税額控除が適用できます。

（注） 長期優良住宅、低炭素住宅、東日本大震災の被災者等に係る再建
住宅の場合は、借入金年末残高の上限や建物購入価格の上限は、5,000
万円となります。

住宅借入金等特別控除の概要
【現行】（１～ 10 年目）

【改正案】（11 ～１3 年目）※ 1 ～ 10 年目は現行制度が適用されます。

（注） ①、②のいずれか少ない金額の税額控除が適用できます。

適用時期
　消費税率 10% の住宅を取得し、平成 31(2019) 年 10 月 1 日から平
成 32(2020) 年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合に適用
されます。

2　地方法人課税における新たな偏在是正措置
　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造の変化を踏まえ、特別法人
事業税（仮称）、特別法人事業譲与税（仮称）が創設されます。
① 特別法人事業税（仮称）
消費税率 10％段階において、法人事業税（所得割・収入割）の一部（法
人事業税の約 30％）が分離され、特別法人事業税（仮称）（国税）とさ
れます。
② 特別法人事業譲与税（仮称）
特別法人事業税（仮称）の税収（全額）が都道府県に譲与されます。人口
を譲与基準として、不交付団体に対して譲与制限の仕組みが設けられます。
　
適用時期

①の改正は平成 31(2019) 年 10 月 1 日以後に開始する事業年度から、
②の改正は平成 32(2020) 年度から適用されます。

＊この記事は、平成 30年 12月 21日に閣議決定された平成 31
年度税制改正大綱等に基づいています。

　今後の国会審議等にご留意ください。
＊平成 31年分以降の元号につきましては、便宜上、平成を使用
するとともに西暦を併記してあります。

税率区分 引き下げ幅

660cc 超 1,000cc 以下 4,500 円 / 年

1,000cc 超 1,500cc 以下 4,000 円 / 年

1,500cc 超 2,000cc 以下 3,500 円 / 年

2,000cc 超 2,500cc 以下 1,500 円 / 年

2,500cc 超 1,000 円 / 年

住宅区分 税制措置

一般住宅 住宅借入金等の年末残高
（4,000 万円を限度）× 1％

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

住宅借入金等の年末残高
（5,000 万円を限度）× 1％

東日本大震災の
被災者等に係る
再建住宅

住宅借入金等の年末残高（5,000 万円を限度）
× 1.2％（居住年により、住宅借入金等の年末
残高の限度額が異なります）

住宅区分 税制措置

一般住宅

①住宅借入金等の年末残高（4,000 万円を
限度）× 1％

②建物購入価格（税抜 4,000 万円を限度）
× 2％÷ 3

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

①住宅借入金等の年末残高（5,000 万円を
限度）× 1％

②建物購入価格（税抜 5,000 万円を限度）
× 2％÷ 3

東日本大震災の被
災者等に係る再建
住宅

①住宅借入金等の年末残高（5,000 万円を
限度）× 1. 2％

②建物購入価格（税抜 5,000 万円を限度）
× 2％÷ 3
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所得税法上の弁護士費用等の取扱いについて
　「税金よもやま話」をお読みの皆さまは、法人経営者の方が多いと思いますが、なかには、個人で事業あ
るいは、不動産賃貸業を経営されている方もいらっしゃるかもしれません。そこで、訴訟沙汰になることは
めったにないとおもいますが、ここで一度所得税法（以下「所法」といいます。）上の「弁護士費用その他
の費用」（以下、「弁護士費用等」といいます。）の扱いについて整理してみます。
　所法上には、弁護士費用等に関する直接の規定はありません。したがって、所法第 37 条（必要経費）、
所得税基本通達（以下、「所基通」といいます。）37 － 25（民事事件に関する費用）及び 37 － 26（刑事
事件に関する費用）などの規定から、具体的ケースに応じて、必要経費算入の是非を検討することになります。

≪民事事件に関する費用≫
　民事事件に関しては、上記のとおり所基通 37 － 25 がありますが、規定上に具体的なケースを網羅する
ことは困難です。したがって、同通達は例示的に必要経費に算入できない弁護士費用等の除外規定を示し、
それ以外の業務遂行上生じた紛争又は業務用資産について生じた紛争解決のための弁護士費等の必要経費算
入を原則として認めています。以下、その基本的な考え方について具体的に説明します。

１　第一に業務遂行上必要である支出であること。例えば、家屋賃借人の長期間の家賃不払いという債
務不履行により訴訟を提起。契約を解除し、賃貸料の支払いを命じる判決を得た場合、これに係る弁
護士費用等は必要経費に算入できます。これが原則です。

2 　 除外ケースのキーワードは、「弁護士費用等の取得価額への算入」、「訴訟の起因となった資産の譲渡
費用への算入」、「家事関連費の必要経費不算入」及び「自己の故意、重過失による損害賠償金」の 4
点になります。

● 1 点目は、例えば、不動産賃貸業者が、不当に取得時効を主張する者がいる土地を購入し、後に所有
権の帰属を争った場合、この弁護士費用等は、まさしく当該土地所有権確保のための費用と考えられ、
当該資産の取得価額に算入され（資産計上）、不動産所得の必要経費には算入できません（なお、所基
通 38- ２参照。）。

●２点目は、資産の譲渡費用と判断される弁護士費用等も必要経費に算入できません。例えば、賃貸物件
の一部の土地を売却したが、相手方が錯誤を理由に契約の無効を主張し契約の有効性が争われ勝訴し
た場合、弁護士費用等は、当該土地の譲渡に要した費用と判断され、不動産所得の必要経費に算入で
きません。

●３点目は、所法 45 条第１項（家事関連費の必要経費不算入）の規定により必要経費に算入されない同
項第 2 号から第５号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るものです。例えば、事業所得の税務調
査の結果に不服で訴訟を提起した場合、所得税は同法２号の規定により事業所得の必要経費に算入で
きないことから、これに係る弁護士費用等も必要経費に算入できないことになります。

●４点目は、他人の権利を侵害したことによる損害賠償金で、所法 45 条第１項の規定により必要経費に
算入されない同項第 7 号に掲げるものに関する紛争に係るものです。例えば、運送業者がスマホ片手
に運転し、前方不注意で人を撥ね大けがを負わせ賠償金を支払った場合、自己の重過失に起因する損
害賠償金は必要経費に算入できません。したがって、この事件処理に要した弁護士費用等も運送業の
必要経費に算入できません（なお、所基通 45-8、所得税法施行令第 98 条の 2 参照。）。

≪刑事事件に関する費用≫
　刑事事件に関する費用に関しては、紙面に都合上詳細は割愛しますが、ごく簡単に述べれば、自己の犯罪
嫌疑に関して、刑罰法令に対し、「当該違反がないものとされ」、もしくは「その違反に対する処分を受けな
いこととなり」、「無罪が確定した場合」に限り必要経費に算入できます（所基通 37 － 26（刑事事件に関
する費用）参照。）。

東京地方税理士会　藤沢支部
小宮山　真佐路税金よもやま話 第

104
回
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　働き方改革関連法の成立により労働安全衛生法が改正され、第 104 条（心身の状態に関する情報の取扱い）
が新設されました。この条文の新設に基づき「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事
業者が講ずべき措置に関する指針」（以下「指針」という。）が策定されました。この指針は、労働者の心身
の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定（「健康情報等の取扱規程」）
の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものであり、4 月 1 日より適用が開始されています。
　この取扱規程を定める目的は、心身の状態の情報が、労働者の健康確保措置の実施や事業者が負う民事上
の安全配慮義務の履行の目的の範囲内で適正に使用され、事業者による労働者の健康確保措置が十全に行わ
れるよう、事業者は、当該事業場における取扱規程を定め、労使で共有することが必要とされるためです。
　この指針の中で策定が求められている取扱規程（事業者が当該事業場における心身の状態の情報の適正な
取扱いのための規程＝「健康情報等の取扱規程」）の策定に関する手引き「事業場における労働者の健康情
報等の取扱規程を策定するための手引き」が 3 月 28 日に公表されました。この手引きは、解説付きの 35 ペー
ジの冊子になっており、取扱規程のひな形「健康情報等の取扱規程」も紹介されています。「指針」と「事
業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」は、下記の参考情報で厚生労働省の
ホームページからダウンロードできます。「健康情報等の取扱規程」の策定にご活用ください。
　なお、この「指針」及び「健康情報等の取扱規程」は、働き方改革関連法では、大きく取りあげられてき
ませんでしたが、「時間外労働の上限規制」や「高度プロフェッショナル制度」の健康確保措置と深く関係
しています。「指針」及び「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」をご
一読いただければ幸いです。

【労働安全衛生法】
（心身の状態に関する情報の取扱い）
　第 104 条　事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身
の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲
内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び
使用しなければならない。
　但し、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2　事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなら

ない。
3　厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な

指針を公表するものとする。
4　厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団

体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。

【資料ダウンロード先：　厚生労働省ホームページ】
①「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」　　

https：//www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
②「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」

https：//www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf

参考情報

「健康情報等の取扱規程」の策定について

｢知って得する？｣ 社労士の独り言 第 30回
神奈川県社会保険労務士会藤沢支部
特定社会保険労務士　石川　貢

7

藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！



111位位

222位位

333位位

小川洋子 氏

菊地　武 氏

岩澤　裕 氏

〈㈲原不動産〉

〈㈱浜田屋〉

〈㈱浜田屋〉

111位位

222位位

333位位

吉原啓資 氏

川口重幸 氏

村　広志 氏

〈三恵住宅㈱〉

〈㈱ＷＩＮ〉

〈㈱鈴機商事〉

女性部会が主催するレ
ディースアカデミーが、昨年
９月の開講から半年の講座
を終えることが出来ました。
閉講式の前段で、社会貢献
事業として毎年行っている｢未使用タオル、
石鹸等｣を、茅ヶ崎市社会福祉協議会、寒川町
社会福祉協議会、藤沢市障がい者日中活動支
援事業所連絡会に寄付しました。
閉講式の講話は、藤沢税務署法人課税担当の
繪柳副署長をお招きし、“｢消費税逃れ｣との
戦い”と題する、お話しを伺いました。
これからも女性部会では、｢未使用タオル・
石鹸等｣の寄贈活動を行ってまいりますので、
ご協力を宜しくお願い申し上げます。

事業研修委員会が主催する税務経
営セミナーでは、株式会社Ｇｅｎｔｌｅ
代表取締役の中村成博氏をお招き
し、“誰にでもできる脳トレ速読のコ
ツ～脳トレ速読で記憶力・集中力・
仕事効率・時間効率を高める～”と
題し研修会を行いました。

青年部会が平成３０年度の活動内容の
反省と部会員交流会を開催しました。
また、今年度で青年部会を卒業される川
口重幸相談役、水島聡副部会長、横田
和樹部会員、堀内玲彦部会員、山崎愛
部会員の送別会も併せて行われました。

厚生委員会が主催する健康セミ
ナーでは、ヨガインストラクター
のｍｉｍｉ(小清水方恵)氏をお招
きし、“自分で出来る幸せ100歳
を目指して！”と題し行いました。

茅ヶ崎三支部と寒川支部の合同事業とし
て、講演会並びに名刺交換会がラスカ茅ヶ
崎にて開催されました。
前半の講演会は、ビートきよし氏をお招き
し、七転八起＆芸能界の裏話！？と題し、お
話しを伺いました。
後半の名刺交換会では、参加された方々の自
社ＰＲをはじめ、法人会のメリットの１つでもあ
る異業種交流会で大いに盛り上がりました。

法
人
会
の
事
業

レディースアカデミー（藤沢法人会館）
3/27水 参加人数34名

茅ヶ崎北西支部ボウリング大会
(寒川セントラルボウル)

3/6水 参加人数52名

青年部会ボウリング大会
(江の島ボウリングセンター)

3/13水 参加人数36名

税務経営セミナー
(藤沢法人会館)

2/20水 参加人数44名 参加人数34名

健康セミナー
(藤沢商工会館ミナパーク) 

2/22金

茅ヶ崎三支部・寒川支部
合同新春名刺交換会（ラスカ茅ヶ崎）

2/18月 参加人数55名

本部通常総会・記念講演会の
お知らせ第7回

日時：６月１２日（水）  午後１時００分受付、１時３０分開会
場所：湘南クリスタルホテル
次第：〈記念講演会〉午後１時３０分～３時１５分
　　　〈総　会〉午後３時３０分～４時５０分
　　　〈懇談会〉午後５時２０分～６時５０分
講師：渋谷和宏氏 〈経済ジャーナリスト、作家〉
演題：「これから注目されるビジネスとは」
会費：3,000 円（懇談会会費）　講演会、総会は無料
※詳細につきましては改めてご案内致します。

新入会員のご紹介

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※賛助会員としてご入会いただいた個人の方はお名前のみの表示とさせていただきます。（敬称略）
【2月入会】渡辺宏紀、小林淳子

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■ 2019年1月入会

㈱グローリーＭ＆Ｄ

㈱Ｋオフィス

(同)ＴｅｃｈＥｄｇｅ

神奈川トヨタ自動車㈱湘南藤沢店

ミツハシ

体整え倶楽部

㈱インフィニット

１

５

５

２

５

８

８

藤沢西

藤沢東

茅ヶ崎南

藤沢西

藤沢西

藤沢西

藤沢西

山田栄一郎

坂根　隆志

大須賀篤志

熊倉　史章

三觜　英明

青柳　彩子

高野　了輔

辻堂元町3-9-19

藤沢581

東海岸北4-8-6

辻堂東海岸1-3-6

辻堂新町2-6-31

本宿町6-46

川名888-2-509

0466(33)5253

0466(25)4590

0467(84)8959

0466(34)7211

0466(33)2208

080(2023)6476

080(9126)9944

正

正

正

賛

賛

賛

賛

不動産業

飲食店

小売業

自動車販売、修理

飲食業

ストレッチインストラクター

オーダースーツ販売

区
分

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■ 2019年2月入会

ＩｅＮｉｗａ工房㈱

㈱木馬

㈱ワークジャパン

薫風湘南

整体室トータルセラピー

トータルクリエイト

２

６

６

２

１

４

藤沢東

藤沢北東

寒川

藤沢南

藤沢西

茅ヶ崎南

八木　功栄

野渡絵利香

折笠　太一

池水　治隆

相澤　武将

伊東　　亨

藤沢4-5-3-1F

湘南台２-１-１０アリーナ湘南１Ｆ

倉見2222-2

鵠沼石上1-4-6-2F

辻堂元町3-14-16

ひばりが丘5-18

0466(22)9221

0466(77)3883

0467(38)4845

0466(47)9488

0466(52)7630

090(6117)6592

正

正

正

賛

賛

賛

リフォーム工事業

不動産業

建設業

飲食店

整体院

ハウスクリーニング

区
分

法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種支部

■ 2019年3月入会

㈱湘南保険プレイス

ワイズ・リサーチ＆サポート (同)

㈲ＡＳＣ

㈱眞原電工

福田アルミ

３

２

５

４

３

藤沢東

藤沢北

藤沢北

寒川

寒川

宮崎　祐一

畠山　　康

山下　秀幸

眞原　　浩

中村　好人

大鋸1-9-13-101

下土棚1006-11

遠藤815-11

大蔵809-11

岡田4-16-44

0466(47)8076

070(2688)5718

0466(87)1215

080(5442)1163

0467(91)7124

正

正

正

正

賛

保険代理店

経営コンサルティング業

販売業

電気設備

外構アルミ工事

区
分

医療百話医療百話

●2016年の「国民生活基礎調査」によれば、高齢者の要介護の
原因の第1位は「認知症」、2位は「脳卒中」、3位は「高齢による衰
弱（加齢以外に衰弱の原因となる疾患がない＝老衰）」でした。近
年、高齢による衰弱と深いかかわりを持つ、フレイルとサルコペニ
アに対する予防・早期診断・介入の重要性が指摘されています。
●フレイルとは？
フレイルとは加齢に伴う恒常性・生理的予備能の低下により、ス
トレスに対する脆弱性が亢進した状態であり、身体的な衰えだけ
でなく、精神的・社会的脆弱性を伴う状態です。日常生活能力の
低下、転倒・骨折の危険性、施設入所、入院、認知症などの健康
障害を認めやすく、死亡リスクも高くなることが知られています
が、適切な診断・介入により再び健康な状態に戻り得る可能性が
あり、予防・早期発見・早期介入が大切です。フレイルのスクリー
ニング法が多数提唱されており、いずれも、身体活動性、移動能
力、筋力、持久力、栄養状態、認知機能、社会性を評価して行われ
ています。簡易フレイルインデックス法は、次の5つの質問項目か
らなり、3点以上の場合をフレイルと診断します：a.6ヶ月間で2～

3kgの体重減少がありましたか？（はい→1点）、b.以前に比べて
歩く速度が遅くなってきたと思いますか（はい→1点）、 c.ウォー
キング等の運動を週に1回以上していますか？（いいえ→1点）、 
d. 5分前のことが思い出せますか？（いいえ→1点）、e.（この2週
間）わけもなく疲れたような感じがしますか？ （はい→1点）
●サルコペニアとは？
加齢に伴う骨格筋量の低下に加えて歩行速度・握力等の身体機
能低下が合併した状態です。一般的に、20～30歳代と比較して
70～80歳代では約30～40%の骨格筋量が減少しますが、減少
の程度が大きいほど死亡のリスクは高くなることが知られてい
ます。
●フレイル・サルコペニア対策
１．運動療法：レジスタンス運動（筋力トレーニング。スクワット、腕
立て伏せ、マシンによるトレーニングなど。）と有酸素運動（ウォー
キング、ジョギング、エアロビクス、サイクリング、水泳など、長時
間継続して行う運動）を組み合わせて行うのが効果的です。２．
栄養療法：十分なカロリー（標準体重1kgあたり28～30キロカ
ロリー）、およびたんぱく質（標準体重1kgあたり1.0～1.2g）を
摂取することが大切です。３．感染症予防対策：感染症がきっかけ
となり、要介護状態となる危険性が高いため、インフルエンザ、肺
炎球菌などに対するワクチン接種が大切です。４．社会的活動へ
の積極的参加：仕事、自治体活動を継続していくことは身体的機
能を高め、精神的な充実も期待できます。５．口腔機能のチェッ
ク：口腔内を健康に保ち、咀嚼力を保持していくことが栄養状態
の維持につながります。６．多剤服用の見直し：多剤服用による副
作用がフレイルの原因となる場合があり、服薬の必要性につい
ての定期的な見直しが必要です。

湘南藤沢徳洲会病院　院長 宗像博美

健康寿命とフレイル・サルコペニア
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111位位

222位位

333位位

小川洋子 氏

菊地　武 氏

岩澤　裕 氏

〈㈲原不動産〉

〈㈱浜田屋〉

〈㈱浜田屋〉

111位位

222位位

333位位

吉原啓資 氏

川口重幸 氏

村　広志 氏

〈三恵住宅㈱〉

〈㈱ＷＩＮ〉

〈㈱鈴機商事〉

女性部会が主催するレ
ディースアカデミーが、昨年
９月の開講から半年の講座
を終えることが出来ました。
閉講式の前段で、社会貢献
事業として毎年行っている｢未使用タオル、
石鹸等｣を、茅ヶ崎市社会福祉協議会、寒川町
社会福祉協議会、藤沢市障がい者日中活動支
援事業所連絡会に寄付しました。
閉講式の講話は、藤沢税務署法人課税担当の
繪柳副署長をお招きし、“｢消費税逃れ｣との
戦い”と題する、お話しを伺いました。
これからも女性部会では、｢未使用タオル・
石鹸等｣の寄贈活動を行ってまいりますので、
ご協力を宜しくお願い申し上げます。

事業研修委員会が主催する税務経
営セミナーでは、株式会社Ｇｅｎｔｌｅ
代表取締役の中村成博氏をお招き
し、“誰にでもできる脳トレ速読のコ
ツ～脳トレ速読で記憶力・集中力・
仕事効率・時間効率を高める～”と
題し研修会を行いました。

青年部会が平成３０年度の活動内容の
反省と部会員交流会を開催しました。
また、今年度で青年部会を卒業される川
口重幸相談役、水島聡副部会長、横田
和樹部会員、堀内玲彦部会員、山崎愛
部会員の送別会も併せて行われました。

厚生委員会が主催する健康セミ
ナーでは、ヨガインストラクター
のｍｉｍｉ(小清水方恵)氏をお招
きし、“自分で出来る幸せ100歳
を目指して！”と題し行いました。

茅ヶ崎三支部と寒川支部の合同事業とし
て、講演会並びに名刺交換会がラスカ茅ヶ
崎にて開催されました。
前半の講演会は、ビートきよし氏をお招き
し、七転八起＆芸能界の裏話！？と題し、お
話しを伺いました。
後半の名刺交換会では、参加された方々の自
社ＰＲをはじめ、法人会のメリットの１つでもあ
る異業種交流会で大いに盛り上がりました。

法
人
会
の
事
業

レディースアカデミー（藤沢法人会館）
3/27水 参加人数34名

茅ヶ崎北西支部ボウリング大会
(寒川セントラルボウル)

3/6水 参加人数52名

青年部会ボウリング大会
(江の島ボウリングセンター)

3/13水 参加人数36名

税務経営セミナー
(藤沢法人会館)

2/20水 参加人数44名 参加人数34名

健康セミナー
(藤沢商工会館ミナパーク) 

2/22金

茅ヶ崎三支部・寒川支部
合同新春名刺交換会（ラスカ茅ヶ崎）

2/18月 参加人数55名

本部通常総会・記念講演会の
お知らせ第7回

日時：６月１２日（水）  午後１時００分受付、１時３０分開会
場所：湘南クリスタルホテル
次第：〈記念講演会〉午後１時３０分～３時１５分
　　　〈総　会〉午後３時３０分～４時５０分
　　　〈懇談会〉午後５時２０分～６時５０分
講師：渋谷和宏氏 〈経済ジャーナリスト、作家〉
演題：「これから注目されるビジネスとは」
会費：3,000 円（懇談会会費）　講演会、総会は無料
※詳細につきましては改めてご案内致します。

新入会員のご紹介

※区分の正は正会員、賛は賛助会員になります。
※賛助会員としてご入会いただいた個人の方はお名前のみの表示とさせていただきます。（敬称略）
【2月入会】渡辺宏紀、小林淳子

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■ 2019年1月入会

㈱グローリーＭ＆Ｄ

㈱Ｋオフィス

(同)ＴｅｃｈＥｄｇｅ

神奈川トヨタ自動車㈱湘南藤沢店

ミツハシ

体整え倶楽部

㈱インフィニット

１

５

５

２

５

８

８

藤沢西

藤沢東

茅ヶ崎南

藤沢西

藤沢西

藤沢西

藤沢西

山田栄一郎

坂根　隆志

大須賀篤志

熊倉　史章

三觜　英明

青柳　彩子

高野　了輔

辻堂元町3-9-19

藤沢581

東海岸北4-8-6

辻堂東海岸1-3-6

辻堂新町2-6-31

本宿町6-46

川名888-2-509

0466(33)5253

0466(25)4590

0467(84)8959

0466(34)7211

0466(33)2208

080(2023)6476

080(9126)9944

正

正

正

賛

賛

賛

賛

不動産業

飲食店

小売業

自動車販売、修理

飲食業

ストレッチインストラクター

オーダースーツ販売

区
分

支部 法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種

■ 2019年2月入会

ＩｅＮｉｗａ工房㈱

㈱木馬

㈱ワークジャパン

薫風湘南

整体室トータルセラピー

トータルクリエイト

２

６

６

２

１

４

藤沢東

藤沢北東

寒川

藤沢南

藤沢西

茅ヶ崎南

八木　功栄

野渡絵利香

折笠　太一

池水　治隆

相澤　武将

伊東　　亨

藤沢4-5-3-1F

湘南台２-１-１０アリーナ湘南１Ｆ

倉見2222-2

鵠沼石上1-4-6-2F

辻堂元町3-14-16

ひばりが丘5-18

0466(22)9221

0466(77)3883

0467(38)4845

0466(47)9488

0466(52)7630

090(6117)6592

正

正

正

賛

賛

賛

リフォーム工事業

不動産業

建設業

飲食店

整体院

ハウスクリーニング

区
分

法人名 /屋号 代表者名 電話所在地 業種支部

■ 2019年3月入会

㈱湘南保険プレイス

ワイズ・リサーチ＆サポート (同)

㈲ＡＳＣ

㈱眞原電工

福田アルミ

３

２

５

４

３

藤沢東

藤沢北

藤沢北

寒川

寒川

宮崎　祐一

畠山　　康

山下　秀幸

眞原　　浩

中村　好人

大鋸1-9-13-101

下土棚1006-11

遠藤815-11

大蔵809-11

岡田4-16-44

0466(47)8076

070(2688)5718

0466(87)1215

080(5442)1163

0467(91)7124

正

正

正

正

賛

保険代理店

経営コンサルティング業

販売業

電気設備

外構アルミ工事

区
分

医療百話医療百話

●2016年の「国民生活基礎調査」によれば、高齢者の要介護の
原因の第1位は「認知症」、2位は「脳卒中」、3位は「高齢による衰
弱（加齢以外に衰弱の原因となる疾患がない＝老衰）」でした。近
年、高齢による衰弱と深いかかわりを持つ、フレイルとサルコペニ
アに対する予防・早期診断・介入の重要性が指摘されています。
●フレイルとは？
フレイルとは加齢に伴う恒常性・生理的予備能の低下により、ス
トレスに対する脆弱性が亢進した状態であり、身体的な衰えだけ
でなく、精神的・社会的脆弱性を伴う状態です。日常生活能力の
低下、転倒・骨折の危険性、施設入所、入院、認知症などの健康
障害を認めやすく、死亡リスクも高くなることが知られています
が、適切な診断・介入により再び健康な状態に戻り得る可能性が
あり、予防・早期発見・早期介入が大切です。フレイルのスクリー
ニング法が多数提唱されており、いずれも、身体活動性、移動能
力、筋力、持久力、栄養状態、認知機能、社会性を評価して行われ
ています。簡易フレイルインデックス法は、次の5つの質問項目か
らなり、3点以上の場合をフレイルと診断します：a.6ヶ月間で2～

3kgの体重減少がありましたか？（はい→1点）、b.以前に比べて
歩く速度が遅くなってきたと思いますか（はい→1点）、 c.ウォー
キング等の運動を週に1回以上していますか？（いいえ→1点）、 
d. 5分前のことが思い出せますか？（いいえ→1点）、e.（この2週
間）わけもなく疲れたような感じがしますか？ （はい→1点）
●サルコペニアとは？
加齢に伴う骨格筋量の低下に加えて歩行速度・握力等の身体機
能低下が合併した状態です。一般的に、20～30歳代と比較して
70～80歳代では約30～40%の骨格筋量が減少しますが、減少
の程度が大きいほど死亡のリスクは高くなることが知られてい
ます。
●フレイル・サルコペニア対策
１．運動療法：レジスタンス運動（筋力トレーニング。スクワット、腕
立て伏せ、マシンによるトレーニングなど。）と有酸素運動（ウォー
キング、ジョギング、エアロビクス、サイクリング、水泳など、長時
間継続して行う運動）を組み合わせて行うのが効果的です。２．
栄養療法：十分なカロリー（標準体重1kgあたり28～30キロカ
ロリー）、およびたんぱく質（標準体重1kgあたり1.0～1.2g）を
摂取することが大切です。３．感染症予防対策：感染症がきっかけ
となり、要介護状態となる危険性が高いため、インフルエンザ、肺
炎球菌などに対するワクチン接種が大切です。４．社会的活動へ
の積極的参加：仕事、自治体活動を継続していくことは身体的機
能を高め、精神的な充実も期待できます。５．口腔機能のチェッ
ク：口腔内を健康に保ち、咀嚼力を保持していくことが栄養状態
の維持につながります。６．多剤服用の見直し：多剤服用による副
作用がフレイルの原因となる場合があり、服薬の必要性につい
ての定期的な見直しが必要です。

湘南藤沢徳洲会病院　院長 宗像博美

健康寿命とフレイル・サルコペニア
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！



2019 年度上期分
法人会費口座振替のお知らせ

労働保険のお知らせ

口座振替契約の皆さまへ
　2019 年度上期（2019 年 4 月 1 日～ 2019 年 9 月 30 日）の
会費をご指定の口座から振替させていただきますので、振替日に
不足が生じないようご協力をお願いいたします。
また、平成 28 年度上期より郵送によるお知らせは省略し、本誌
でのご案内とさせていただいております。
尚、領収証につきましては、通帳などの摘要欄の引き落とし表示
に代えさせていただきます。
※領収証が必要な場合、事務局までご連絡ください。
■引落日：2019 年 5月 15日
口座振替契約をされていない皆さまへ
6 月上旬に振込用紙を郵送いたします。
法人会費の納入は口座振替が便利です！ご協力ください。

平成 31年度・労災保険
（労災保険・雇用保険）の年度更新期
間は、6月 3日（月）～ 7月 10日（水）
です。労災保険と併せて石綿健康被害
救済のための一般拠出金も申告・納付
となります。

≪年度更新申告書は、5月末頃に発送予定です≫

正しい申告のために…早めにご準備を。

お問い合わせは、
神奈川労働局　総務部　労働保険徴収課
適用第 1係・第 2係・第 3係

電話 045-650-2803 お問い合わせは（公社）藤沢法人会
事務局・0466 － 22－ 6444

区分 資本金 月額

正会員

300万円以下 800円
1,000 万円以下 1,300 円
3,000 万円以下 1,800 円
5,000 万円以下 2,400 円
5,000 万円超 3,000 円
特別会員（同一代表者及びこれに準ず
る代表者の法人） 100円

賛助会員 法人会活動に賛同される個人又は個人
事業者 500円

業　種  婦人服の販売
事業内容  ミドルエイジ対象のちょっとおしゃれな普段着か

ら、結婚式や同窓会などの服を一品一品厳選素材
をリーズナブル且つニーズに合わせて、熟練ス
タッフが心を込めてお探しいたします。

代表者  伊藤　さゆり
住　所  茅ヶ崎市新栄町 9-9　キクモトビル 1 Ｆ
電　話  0467（58）0300
F A X  0467（58）0300

業　種  不動産業
事業内容  2001 年の開業以来、夢と喜びを商品として
 不動産に関する事は何でも取り組みます。
代表者  中川　信義
住　所  茅ヶ崎市緑が浜 7-43
電　話  0467（58）0001
F A X  0467（58）4000
U R L  http://www.globekikaku.jp/
メール  nakagawa@globekikaku.jp

趣味の店　フレンド 株式会社　グローブ企画

地 域 の 会 員 企 業 紹 介
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取材・掲載ご希望の方は事務局まで御連絡ください。　　取材・文 ／ 渡辺里佳　　協力 ／ 株式会社 湘南社　http://shonansya.com

　藤沢市亀井野にある銭湯「栄湯湘南館」は、今も薪
を燃やし、井戸水を沸かしている公衆浴場です。
　初代、北橋栄太郎さんが昭和一桁時代に、藤沢駅南
口で「栄湯」を創業。二代目、英信さんが六会駅前に
「第二栄湯」を昭和32年に暖簾分けしましたが、50歳
という若さで英信さんが亡くなり、現在は三代目と
なっています。
　大型浴場「栄湯湘南館」として全面改築したのが平
成4年。白湯の気泡風呂、露天風呂、電気風呂、サウナ
など、充実の設備が魅力ですが、さらに、「お風呂屋さ
んを通じて地域コミュニティを活性化させたい」と、
子ども体験入浴や職場体験など、日本の伝統文化で

もある銭湯を広めるための活動を積極的に行ってい
ます。とくに、「栄湯湘南亭」と名付けられた、真打ち
による落語寄席は大人気。休憩所と脱衣室をつなげ
たスペースは、多くのお客様で賑わい、楽しい社交場
になっています。
　掃除、薪割り、会計、イベント準備など、すべきこと
に追われる銭湯業ですが、おもに切り盛りしている
のは代表取締役の北橋敬子さん。二男四女の子ども
6人を育てながら銭湯業もこなすスーパーウーマン
です。5月5日は、「菖蒲湯」のサービスデー。大人は割
引、子どもは無料で入浴できます。「手ぶらセットも
ありますので、お気軽にお立ち寄りください！」

▲衛生管理に配慮した安心安全の銭湯。
　肌に優しい湯質が魅力。

▲空を眺めながらの露天岩風呂。 ▲毎年開催している真打ちによる
　「落語寄席」。

広い休憩所でゆったり
くつろげる。
湯上がりに生ビール他の
ドリンク類も揃っています。

代表取締役の北橋敬子さん。▲

▲サウナも完備。
◀薪を割って窯に入れる
　昔ながらのボイラー。

地域コミュニティは、銭湯で裸のおつきあい！

住 所：〒252-0813  藤沢市亀井野1-10-13
T E L：0466-81-2967
FAX：0466-81-2972
営業時間 : 15：00～23：00（火曜定休）
小田急線「六会日大前」駅徒歩1分  駐車場7台あり
HP: https://k-o-i.jp/koten/sakaeyu-sho/

栄湯湘南館

銭湯 「栄湯湘南館」 さん

おじゃましましたおじゃましました
vol.025

会員訪問

5月5日は菖蒲湯です。
割引がありますので、
ぜひご家族揃って
ご来館ください！
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